
（ ）

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

職員旅費

庁費

1.8

事業番号 0002

4

-

1.2

4

0.7

0.1

諸謝金

2年度当初予算

1.8

1.2

0.7

0.1委員等旅費

計

令和2・3年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由3年度要求

年度

-

平成29年度 30年度 令和元年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

4 4

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

年度

-

-

-

成果目標及び
成果実績
（アウトカム） -

令和2年度行政事業レビューシート 公正取引委員会

執行額

4 4 4 4 4

3 2

執行率（％） 75% 75% 50%

昭和54年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

　地方有識者（経済団体，消費者団体，学識経験者，報道関係者等）と公正取引委員会委員等との懇談会を通じて，各地域の実情，競争政策や公正取引
委員会の活動について，幅広い意見・要望等を把握し，今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るとともに，各地域の事業者，消費者等を対象とする
講演会を通じて公正取引委員会の活動や独占禁止法等の内容に対する理解をより一層深めることを目的としており，毎年，全国各地において開催してい
る。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

-

-

3

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

4

-

30年度

　公正取引委員会の最近の活動状況等について，各地域の主要経済団体・消費者団体の代表者等の有識者から公正取引委員会の委員等が意見を聴取
するとともに，率直な意見交換を行う。また，懇談会に併せて，各地域の事業者，消費者等を対象とした公正取引委員会委員等による講演会を実施するほ
か，当該講演会後に，独占禁止法及び下請法に関する相談コーナーを設け，各地域の事業者等からの相談に対し職員が個別に応じる。

- -

4

- -

- -

-

-

  独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会 担当部局庁   官房 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 　官房総務課 　原　一弘

事業名

会計区分

2年度

-

翌年度へ繰越し -

計

令和元年度

その他の事項経費

-

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

3年度要求

予算
の状
況

4

-

実施方法

平成29年度

％

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

-

主要政策・施策

一般会計

根拠として用いた
統計・データ名
（出典）

-

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

75% 75% 50%

チェック



479,250

平成29年度

目標最終年度

年度

- -

年度

平成29年度

平成29年度 30年度 令和元年度
中間目標 目標最終年度

2 年度

83 86.7 88.9 - -

- 80 80 80 -

- 100 100 - -

年度

2,905,653
/537

2,257,688
/550

2年度活動見込

％

3,047,610
/8

30年度

2,257,688
/8

80

単位

％

％達成度

活動指標及び
活動実績
（アウトプット）

単位

90.7

令和元年度

8 9 8

93.3

平成29年度 30年度 令和元年度

　各地域の主要経済団体・消費者団体の代表者等，学識経験者（大学教授
等），報道関係者等の有識者と懇談を行い，幅広い意見・要望等を把握する
とともに，各地域の事業者，消費者等を対象とする講演会を通じて競争政策
に対するより一層の理解を深めることを成果目標とする。
　達成状況・実績については，経済団体・消費者団体等の代表者等の参加を
得て，令和元年度は全国8か所で開催し，地方有識者からは，公正取引委員
会に対する意見・要望等が数多く出されるなど活発な意見交換が行われ，地
方有識者と公正取引委員会との間で，競争政策についての相互理解を深め
ることができた。なお，懇談会で出された主な意見・要望等は公表している。
また，講演会後に実施した参加者に対するアンケート調査では，公正取引委
員会の活動に対する理解の向上度，独占禁止法・下請法の理解の向上度及
び公正取引委員会の役割についての賛同割合は，いずれも80%超であった。

80 -

-

定
量
的
な
成
果
目
標
の
設
定
が
困
難
な
場
合

　各地域の事業者，消費者
等を対象とする講演会を通
じて公正取引委員会の活
動に対するより一層の理解
を深める。

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

30年度 令和元年度

単位当たり
コスト

単位

　独占禁止政策に関する地方有識者と懇談会開催に係
る経費／　開催回数

単位当たり
コスト

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

目標値

年度

　本事業は各地域の実情，競争政策や公正取引委員会の活動
等に関する意見聴取が中心であり，施策への反映状況について
定量的な目標を設定することは困難である。
　なお，講演会については，公正取引委員会の活動や独占禁止
法等に対する理解の向上度合いを把握するため，平成28年度よ
り，参加者に対するアンケートを実施しているところであり，当該
アンケートによって測定した理解の向上度合いについては，本事
業の成果を検証するための代替指標として掲載している。

実績

代替指標
中間目標

2

3,047,610
/568

平成29年度

回

代替目標

2,905,653
/9

5,366 5,411 4,105 7,668

計算式

代替指標

％

％

　講演会の参加者数

3,834,000
/8

2年度活動見込

380,951 322,850

活動実績

％

達成度

目標値

代替指標 単位

　各地域の事業者，消費者
等を対象とする講演会を通
じて独占禁止法，下請法に
対するより一層の理解を深
める。

　講演会参加者の独占禁
止法，下請法の理解の向
上（講演会後のアンケート
において「理解が深まった」
又は「やや理解が深まっ
た」と回答した者の割合）

実績 ％

％

定量的な目標が設定できない理由

　各地域の事業者，消費者
等を対象とする講演会を通
じて公正取引委員会の役
割に対するより一層の賛同
を求める。

代替目標

開催経費
(円)
/参加者数

3,834,000
/500

　独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会開催回
数

単位

　講演会参加者の公正取
引委員会の活動に対する
理解の向上（講演会後のア
ンケートにおいて「理解が
深まった」又は「やや理解
が深まった」と回答した者
の割合）

％目標値

88.9 90.4

- 80

実績

282,211

令和元年度

円

活動実績 人

当初見込み 人

30年度 令和元年度

568 537 550

8 9 8

- - -

-

平成29年度 30年度
中間目標 目標最終年度

2

87.9 89

100 - -

平成29年度 30年度 令和元年度

100 100 100

活動指標及び
活動実績
（アウトプット）

活動指標

代替目標

- -

　講演会参加者の公正取
引委員会の役割について
の賛同（講演会後のアン
ケートにおいて「賛同でき
た」又は「おおむね賛同で
きた」と回答した者の割合）

- 80 80 80 -

- 100

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

達成度

回

円

活動指標

計算式
開催経費
(円)
/開催回数

単位

算出根拠

単位当たり
コスト

単位

　独占禁止政策に関する地方有識者と懇談会開催に係
る経費／　参加者数

年度

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

500 -

- -

2年度
活動見込

3年度
活動見込

-

8

-

9

2年度
活動見込

3年度
活動見込



新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
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革
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程
表

2
0
1
9

- - -

目標値 - - - - - -

達成度 ％ - - - - -

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

元年度 2年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度 年度

-

成果実績 - - -

-

達成度 ％ -

　地方有識者との懇談会開催件数（本事業の懇談会の
ほか，地方事務所長等の公正取引委員会事務総局の
職員と有識者との懇談会を含めた開催回数）

　地方有識者との懇談会に係る報道件数

実績値 回

施策 　競争政策の広報・広聴　３－１

政策 　競争政策の普及啓発等　３

定量的指標 単位 平成29年度 30年度 令和元年度

測
定
指
標

目標年度

2 年度 年度

中間目標

実績値 回 97

単位
年度年度

中間目標 目標年度
平成29年度

-

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

　独占禁止政策に関する地方有識者との懇談会において，公正取引委員会の委員等が地方有識者との間で率直な意見交換を行うことにより，各地
域の有識者が有している競争政策に関する意見・要望等を把握することや，懇談会後の講演会，独占禁止法及び下請法に関する相談コーナーを通
じて各地域の事業者，消費者等に公正取引委員会の活動や独占禁止法等の内容に対する一層の理解を深めてもらうことは，競争政策に対する国民
的理解の増進を図るとともに，今後の競争政策の有効かつ適切な促進を図るという目標の達成に資する。

-

2
定量的指標

87

ＫＰＩ
（第一階層）

-

取組
事項

分野： - -

- -

29 23 20 - -

目標値 回 - - -

-

年度 年度

-

-

-

-

30年度 令和元年度

K
P
I

(

第
一
階
層

） -

成果実績

- -

単位

- -

年度

88 -

目標値 回

-

-

計画開始時
元年度 2年度

- -

-

-

目標値

中間目標

-

目標最終年度

- -政
策
評
価

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と
の
関
係



繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

事業所管部局による点検・改善

国
費
投
入
の
必
要
性

無

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

　費用のうち，会場や講演会設備への支払と，公正取引委員
会委員・職員の出張旅費については，懇談会の開催場所，
開催都市によって大きく異なるところ，積算は開催に必要な
会場の規模に基づく統一単価や旅費の統一単価を使用する
ことで妥当性を確保している。
　他方，会場や講演会設備への支払については相見積りに
よる経費削減の結果生じた不用額であるため妥当である。

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

○

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

　当初見込みどおりの開催回数である。

‐

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

　懇談会出席者にとって利便性の良い開催場所を選定する
ことで，出席者の確保や移動に係るコスト（委員等旅費）の削
減に努めている。

　懇談会を年8回程度開催し，各地方有識者との間で活発な
意見交換を行っている。また，講演会後に実施した参加者に
対するアンケート調査では，公正取引委員会の活動に対す
る理解の向上度，独占禁止法・下請法の理解の向上度及び
公正取引委員会の役割についての賛同割合は，いずれも
80％超となっている。これらの実績は，幅広い意見・要望等
を把握するとともに，競争政策に対するより一層の理解を深
めるという目標に合致するものである。

○

　使途については，謝金，委員等旅費の支出は，競争政策
の普及啓発に必要（有益）と認めた地方有識者のうち懇談会
等の出席者に限定している。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

　競争政策を有効かつ適切に実施していくためには，国民や
社会のニーズを把握することが必要・重要であり，本事業は
優先度が高いものである。

　旅費，謝金については，規則・統一単価に基づいて支出を
しており，庁費の支出については相見積りを原則とすること
により，競争性の確保とコストの削減を図っている。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

無

○

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

　庁費の支出は相見積りを原則とすることにより，競争性の
確保とコストの削減を図っている。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○

　懇談会の場において有識者から聴取した意見については，
主な意見等を公表するとともに，公正取引委員会内で共有
し，公正取引委員会の競争政策の運営の参考としている。
　例えば，地方新聞社の有識者から「地方のマスコミに対す
る情報提供が少ないのでもっと情報提供してほしい。」旨の
意見を聴取したため，地方マスコミや経済誌等の担当記者に
呼び掛けてメールアドレスを登録し，全国の自治体が発注す
る物件に係る談合等のような地方で記者レクを行わない事
案について報道発表した際には，報道発表文を添付又は新
聞発表文のリンク先を記載してメールを送る予定にしてい
る。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

　各地域の有識者が一堂に会した場所で意見交換を行うこと
により，効率的に意見を聴取できるほか，有識者間の議論も
行われるため，より効果的に意見を聴取することができる。

○

○

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

評　価項　　目

　公正取引委員会が，各地域の実情，競争政策や公正取引
委員会の活動等に関する意見を踏まえた上で競争政策を推
進すること，及び各地域の事業者等に対し独占禁止法等の
内容を理解してもらい違反行為の未然防止を図ることは，国
民及び社会のニーズに応えるものである。

　競争政策を実施する公正取引委員会（国）が直接行う必要
がある。

○

○



( )

平成22年度③（２） 平成23年度⑦

平成31年度
公正取引委
員会

0002

　行政事業レビュー推進チームの所見のとおり，引き続き，本事業内容を維持する。また，講演会と併せて行う相談コーナーの設置等については，
利用者数などを踏まえ，有効性や改善点を検証する。

平成30年度 0002

平成29年度

③ 平成25年度➁

平成26年度➁ 平成27年度 0002 平成28年度 0002 0002

平成24年度

点検結果

　競争政策に関する地方有識者との懇談会で出された主な意見等 https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/tihoyusiki/index.html

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

関
連
事
業

備考

・本事業は，地方における広報・広聴という重要な役割を担っており，今後も当委員会の取組や競争政策の意義を伝えるオンラインではない場を
設けていくべきである。
・費用対効果も念頭においた事後の評価を行い，データに基づいて有効性，改善点を検証することが望ましい。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

改善の
方向性

現
状
通
り

　点検対象外

関連する過去のレビューシートの事業番号

○

　類似の事業として「独占禁止懇話会」（経済取引局が所管）
が実施されているが，これは各界の代表者・有識者等から，
全国的な見地から意見を聴取するものであり，各地の有識
者から地域の経済社会の実情に即した競争政策に関する意
見を幅広く聴取する本事業との役割分担は適切である。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

　事業実施に当たっては，今後も相見積りを原則とすることにより，競争性の確保とコストの削減を図る。
　引き続き各地域の経済団体や報道機関等と連携することにより，懇談会及び講演会の幅広い周知を図る。
　ただ，令和２年度については，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，公正取引委員会委員等による講演会を中止することとした。また，
地方有識者との懇談会については，同様の理由によりウェブ会議による開催を検討している。

　独占禁止政策に係る地方有識者との懇談会では，積極的な意見聴取を行い，聴取した意見については，主な意見を公表するとともに，公正
取引委員会内で共有し，競争政策の運営の参考としている。また，併せて講演会の開催や独占禁止法及び下請法に関する相談コーナーを設
けることにより，当該地域の事業者等における公正取引委員会の活動や独占禁止法等の内容に対する理解を深めている。これらのことから，
今後も地方有識者との懇談会を開催して意見聴取を行うとともに，講演会を開催することが適当である。
　なお，昨年度の行政事業レビューの推進会合において，「懇談会の参加者へのアンケートを行うことで，指標を拡充すべき。」との指摘があっ
たことを踏まえ，懇談会の出席者に対するアンケート実施の可否について検討したが，懇談会は意見・要望等を聴取する場であることや，懇談
会出席者への負担等を考慮して，地方有識者へのアンケートに代わり，地方有識者から意見を聴取する立場の公正取引委員会委員等から懇
談会の有効性や改善点等について聴取し，各地方事務所等にも共有した。

独占禁止懇話会
公正取引委
員会

事業番号 事業名所管府省名



※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

費　目

計 0 計 0

費　目 使　途

B.
金　額
(百万円）

使　途

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額
が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

金　額
(百万円）

A.

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万円）

公正取引委員会
2.3百万円

懇談会等の企画・運営等

出席依頼

A．地方有識者（49名）
0.5百万円

懇談会において

意見・要望等を陳述

【随意契約（少額・その他）】

B．民間事業者（21社・団体）
0.7百万円

会場，講演会設備，

借上げ車両の提供等

C．公正取引委員会
委員・職員（33名）

1百万円

懇談会・講演会の

出席・運営に係る出張



支出先上位１０者リスト

A.

B

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

6

7

4

5

富山県商工会連合
会（富山県中小企業
研修センター）

5230005000372 懇談会・講演会の会場借料 0.1
随意契約
（少額）

10

8

9

川崎商工会議所 2020005008084
チラシを配布するための経
費

0
随意契約
（その他）

公益財団法人松山
市文化・スポーツ振
興財団　松山市総合
コミュニティセンター

1500005006973
懇談会・講演会の会場借料
及び会場設備使用料等

0.1
随意契約
（少額）

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

大阪商工会議所 9120005004174
懇談会・講演会の会場借料
及び会場設備使用料

0.1
随意契約
（少額）

随意契約
（少額）

一般社団法人山形
県勤労者福祉セン
ター

7390005000454 懇談会・講演会の会場借料 0.1
随意契約
（少額）

2
株式会社JR博多シ
ティ

4290001015667 懇談会・講演会の会場借料 0.1

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

懇談会への出席

契約方式等

2

3

法　人　番　号

0

10

入札者数
（応募者数）

落札率

6

1

8

7

9

5

4

7390005000454
プロジェクター，スクリーン
等の賃借費

0
随意契約
（その他）

川崎市産業振興会
館

北日本モーター株式
会社

5230001001548
委員送迎用の車両の借上
げ

0
随意契約
（少額）

随意契約
（少額）

懇談会・講演会の会場借料 0
随意契約
（少額）

一般社団法人山形
県勤労者福祉セン
ター

一般社団法人山形
県勤労者福祉セン
ター

7390005000454 看板製作費 0

個人A

個人B

個人C

個人D

個人E

個人F

個人G

個人H

個人I

個人J



C

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

7

8

5

6

個人E
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

9

10

個人I
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0

個人G
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0

3

4

1

2

個人A
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

契　約　先
ﾌﾞﾛｯｸ
名

法　人　番　号 業　務　概　要
契約額
（百万円）

契約方式
入札者数
（応募者
数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1

3

2

4

6

7

8

5

9

10

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

個人B
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

個人C
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

個人D
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

個人F
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0.1

個人H
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0

個人J
懇談会・講演会の出席・運
営に係る出張

0


